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○調査地域 は大きく r段丘一章地
を有す るバ、類型は r段丘 一牧草
r段丘 －ゴルフ尊芝地」弧 1h

・樹林地J、 r浅丘 一樹林地」、 r浅丘 一章地j、r低地 一水 田 ・耕作地 」、 r海 岸」 の5 つの韓境類型 に区分 され

地 ・耕作地 ・水 田j の1103．5ha、次いで 「低地一水 田 ・牧草地 i耕 作地」2乱 9ha、r段丘 一背の低い草地j 21

、「砂丘 一海 岸林」23．曲 a、 r残丘 一背 の高 い草地J l乱曲a、 「海浜 一海岸低木林」3．9ha、r岩礁一海岸低木林

た。さ らに小地形、相戦 植生 にしたが
6．9ha、r段丘 一二次林 」194．3ha、「段

J 2．Ohaとな っている。

つて小類型に細分 した
丘一無植生地」52．2ha

。訴査地域 で最 も大きな面耕

、r残丘一樹林地」 52．7h8、

琳 保全配慮 予測結果 評価結果 乗境保 全措定 事後粥査及び環境監視

工
事

の
実
施

・法面 や滑走路周辺の線化を行

う。
○基盤乗車

・環鋳 型 区分 ごとの改変の笹度
事業 の実施に よる面積変化の多い小類型は、 r段丘 一牧草地 ・耕作地 ・水 田」の64．7ha、次いで 「段丘

－ゴル フ券 芝地」30．7ha、r段丘－ニ 次林J の盗．1baである。一方、 r段丘 一海浜一海岸低木林」、r岩礁 －
海岸低木林」は改変 されず、 「海 岸一海岸林J の改変 の程度 も0．03ha と極 めて小 さい。また、r残丘 一樹林
地J はカタフタ山、水岳 に航 空障害灯が建設 され るが、設置面積 は25㌦ （5m X 5m ） と小規模であ り、幅
員約0．3m のケーブル布設用 地 も、大規模 な地形の改変や樹木の伐採を伴わない。

粛査 地域内にお けるこれ らの小類 型の改変率は、 r段丘 －ゴル フ境芝地」 では改変率61．3％で あ り、 改
変 の程 度が大きい。次 いで、 r段丘 一二次林」が12．9％、 「残丘一背の高い草地」10．9 ％、「段丘 一背 の低

い草 地」9．2％、r段丘 一牧草地 ・耕作地 ・水 田」5．8％ となってお り、これ らの改変の程度は中程度 であ
る。

しか し、事業の計画検討 に当たって兼ず る環境保全配 慮であ る滑走路周辺や法面の緑化 によ り、 「段 丘

一背 の低 い草地 」、 「段 丘一牧草地 、耕作地、水 田J、 「残 丘一背 の高い草地 」、 「低地一水 田、牧草地、耕作
地 j で回復の程 度が 大きくなる と予測 され る。

・改 変が生ずる基盤 乗境に特有な生物群集 の生息状況 の変化
生物群集の生息場所の一部が消失することに より、調査地域全体の生物 群集の規模や種構成 に影響 を及

ぼす ことが考え られ ることか ら、事業の計画検討に当たって護ず る環境保 全配慮として滑走路周辺や法面
を緑化 す ることを前提 として予渕 を行った。
緑 化に より、事業実施 区域周辺に最 も広範に分布 し、事業の実施 による改変面積が最 も大きい草地の植

生 の回復が図れ ることか ら、草地性の生物群集の生息環境ほ確保 される もの と考えられ、草地性 の生物群
集 の個体群の生息状況の変化はほ とん どないもの予測 され る。

「段丘 －ゴル フ巷芝地」の人工池 の全部、r段丘 一二 次林 」の小河川の一部 が消失す るこ とに より、 こ
れ らの水域 に生 息する水生生物 の生息歩所が消失す る。事業実施 区域 周辺には、r浅丘一樹林地 」には消
失す る′ト池 よ りも規模の大 きな農業用 ため池が 4 カ所 あ り、また、r段丘 一二 次林」の改変を受 けない場
所 に小河川が 3 カ所 あ り、水生昆虫類、甲殻類等に生息場所 を提供 してお り、飛翔能力の ある種について
は 自力移動 が可能 と予翻 され る。 しか し、移動能力の小 さい貝類 、甲殻類、ハナサキガエル類は生息場所
の消失に伴い、個体群 が維持 されず 、生息状況 に変化 が生 じるおそれが予測 される。

小型 コ ウモ リ類の生息す る洞窟 の一部 が消失す ること となる。 しか し、 r．段丘一二次林」の改変 を受 け
ない場 所に小型 コウモ リ類 の生息す る大規模洞窟が 1 カ所 （A 洞窟）、小規模洞窟が 1 カ所 （D 洞窟）残
る。 また、 r浅丘 一樹 林地」に もカグラコウモ リの生息す る人工洞窟 が 3 カ所 （67、70、76－1洞） あ り、
これ らの洞窟で はカグラコウモ リ最大500個体の利用が観察 され た り、幼 獣が確認されてい る。調査地域
内 のこれ らの洞窟 は、標識調査 で確 認された洞窟 間の移動距離 （於茂登岳や川平 まで到達 している） の範
園 内に位 置 してお り、消失す る洞窟 の替 わ りに利用 が可 能であ ると考え られる。また、r残丘 一樹林地」
や 「砂丘 一海岸林 」はほとん ど改変されないこ とから、小型コ ウモ リ類 の主要 な餌掛 ま確保 され るものと
思 われ るが、 r段 丘一二次林」の一部 が改変 され、餌 場の一部 の消失 と主 要な餌場への移動経路 が分断 さ
れ るこ とが考え られる。以上 のこ とか ら、調査地 域全体 では生息場所が確保 され るもの と考え られ るが、
個体群 の生息状況 は変化する可能性 がある。

カンム リワシや キンバ トの繁殖場所 となっている 「残 丘 一樹林地」、オカヤ ドカ リ類 の生息場所 である
「海浜 一海岸低木林」、 シロチ ドリやエ リグロアジサシの繁殖貴所 である 「岩 礁一海岸低木林」 について

は、改 変の程度 はないか、極 めて小さ く、これ らの生 息 ・繁殖場所の環境 の変化はほ とん どな く、個体群
の生息状 況の変化 は回避されている。

・環境保 全配慮の実施
事業 の計画検 討に当た り講 じた環境保全配慮 として滑走路周辺や法面の緑化 を実施 し、植生の回復を図

り、生息療境を確保す るよ う配慮 している。環境保全配慮 による効果を新南大東空港、北大東空港の事後
調 査結果 を用いて検討 した。両空港は標高お～50n の段丘上に建設 され、周辺の土地利用 も耕作地やスス
キ、チガヤ草地 が主体であ り、本事業 と地形的、植生 ・土地利用環境が類 似 していることか ら、事例 とし
て引用 した。事 業規模は滑走路延長1500 m 、エ事期間は 3 年間であ り、工程は土工事 、舗装工及び植栽で
あ り、本手兼 と同様に滑走路周辺や法面の緑化が実施 されてい る。

南北大東島の事例 によると、造成工事による基盤環境の改変 による事業実施区域周辺の鳥類相や昆虫相

の個体数や構成に著 しい変化 はない もの と予測 され、生物群集 の生息場所の一部が消失す ることによる、
調査地域全体の生物群集の規模や種構成の変化は／トさい ものと予卸 される。

以上 のことか ら、事業 の計画検討に当た り講 じた環 境保全配慮で ある法面や滑走路周辺 の緑化 を行 うこ
とによ り、事業実施 区域周辺 に最 も広範に分布 し、事業の実施 による改変面積が最 も大 きい草地環境 を回
復す ることがで き、草地性 の生物群集の生息環境が確保 され ることか ら、個体群の生息状況 の変化は′トさ

い もの と予測 され る。

◎帝境影響 の回避 ・低減 の検討
事業 の計画検討に 当た り津 じた

尭境保 全配慮 を予測 の前 提 として
検討 した結果、事業実 施区域周辺
に及 ぼす 環境影響の巷 度は極めて
小さい と判断 され るこ とか ら、環
境影響 は、事業者 によ り実行可能
な範 囲内 でで きる取 り回避 され、
又は低減 され てお り、環境 の保全
について の配慮 が適正 にな されて
い ると評価 した。

◎国又は地方公共 団体 に よる環境保
全の基準又 は 目凛 との整合性 に係
る評価

沖 縄県 が平成 15年4月 に策定 し
た沖 縄 県 乗境 基本 計 画 に よ る と
r事業別環境 配慮 指針」 として、
「飛行場 の設置又は変更 の事業」

にお いて 、 r貴重 な動植 物 の生息

・生育環 境、優れた景勝地 、人が
自然 とふ れあ う重要 な場 等の貴重
な 自然や 文イヒ財等に影響 を及ぼす
立地 は避 けるように努 める」、「自
然性 の高い遡 域にあ っては、工事
計画 、飛 行計画の工夫 等に より、
騒音や 光等に よる野生 生物への影
響 の低減 に努 める」、 「その他、当
該事 業の実施 に当た り、周辺環境

への影響 につい て把握 し、環境へ
の影 響を最小限 に とどめ るよ う十
分配 慮す る」 と記載 されて お り、
これ を環境保全 の基 準又は 目標 と
する。

事業の計画検討 に当た り講 じた
緑化 等の環境保全配慮 を講ず るこ
と等 に よ り、重 要な種に及 ぼす影
響は、最 小限に とどめ るよ う十 分
配慮 され ている と考 え られ ること
か ら、環境保全 の基準又 は 目標 と
の整合は 図 られ ている もの と評価
した。

事業 の計画 検 討
に当た り謙 じた乗
境 保全配 慮 を予測

の前提 として検 討
した結果 、環 境 影
替 の程 度 は極 めて
小 さい もの と判 断
され る こ とか ら、
環境保 全措 置 を講
ず る必 要 ほな い も

の と判断 した。

環境保 全措置 を詐 じな

い ことか ら事後雨査 の必
要はない と判断 した。


